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はじめに

認定こども園が発足し、わずかずつ歩み始めている。幼保一元化を久しく待ち望んだ関係者に

とって、これが、幼保一元化への第一歩として育って欲しという思いを強くしている者は多いで

あろう。認定こども園発足をめぐる中央教育審議会等の議論の中で、しばしば登場するのが、

｢子どもをめぐる社会環境の著しい変化」である。そこで、本稿では、認定こども園を生みだす

背景として、家族の変容を中心に、子どもをめぐる社会環境の変化を考察したい。

I.認定こども園への道

1．認定こども園に至る概要

(1)「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」（以下、「認

定こども園法」と略す）の制定過程

「認定こども園法」は、2006年6月9日に国会で可決・成立し、6月15日に、法律第77号と

して公布され、同年10月1日に施行された。幼保一元化は、地方分権推進委員会(1995年）で

提起され、その後、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003J(2003年6月に閣議決定）

において検討することになり、「規制改革・民間解放推進三ヵ年計画」(2004年3月）として、

2006年度から実施することが閣議決定された（当初は、「就学前の教育・保育を一体として捉え

た一貫した総合施設｣、いわゆる「総合施設」の名称で、審議された)。

この間、中央教育審議会幼児教育部会と社会保障審議会児茄部会の合同検討部会（以下、「合

同検討部会」と略す）において、その基本的なあり方について審議し、意見集約がされている。

そこでは、1．就学前の教育・保育をめぐる現状と課題のなかで、叱涯における人間形成の基礎

となる就学前の教育・保育については次のような課題が指摘されている。①子どもを取り巻く環

境の変化と子どもの育ちの課題、②集団活動や異年齢交流の機会の不足、③多様な教育・保育二一
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